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資料４ 

 排水基準（排水基準を定める省令（S46.6.21 総理府令第 35 号）） 

 ① 有害物質（別表第１） 

項   目 
許容限度 

（㎎/L） 
項 目 

許容限度 

（㎎/L） 

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.03 シス－1,2－ジクロロエチレン 0.4 

シ ア ン 化 合 物 1 1 , 1 , 1 －トリク ロ ロエタン 3 

有 機 燐 化 合 物 * 1 1 1 , 1 , 2 －トリク ロ ロエタン 0.06 

鉛 及 び そ の 化 合 物 0.1 1 , 3 － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.02 

六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.2 *2 チ   ウ   ラ   ム 0.06 

砒 素 及 び そ の 化 合 物 0.1 シ   マ   ジ   ン 0.03 

総  水  銀 * 3 0.005 チ オ ベ ン カ ル ブ 0.2 

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 
検出され 

ないこと 
ベ ン ゼ ン 0.1 

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 0.003 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.1 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1  ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 10 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 8 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.2 

アンモニア、アンモニウム化合物、 

亜硝酸化合物及び硝酸化合物 
100 *4 四 塩 化 炭 素 0.02 

1 , 2 － ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.04 

1 , 1 － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 1 1 , 4 - ジ オ キ サ ン 0.5 

(注)＊1 パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。 

＊2 令和６年４月１日（改正施行日）において現に特定施設を設置している特定事業場については令和６

年９月30日まで（水質汚濁防止法施行令別表第３に掲げる施設を設置している既設の特定事業場につ

いては令和７年３月31日まで）、従前の排水基準（0.5㎎/L）が適用される。 

＊3 総水銀とは水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物をいう。 

＊4 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。 

 

 ② 生活環境項目（別表第２） （抜粋） 

項  目 
許容限度 

（㎎/L） 
項   目 

許容限度 

（㎎/L） 

水 素 イ オ ン 濃 度 （ p H ） 5.8～8.6 亜 鉛 含 有 量  2 

生物化学的酸素要求量（BOD） 160（120） 溶 解 性 鉄 含 有 量 10 

浮 遊 物 質 量 （ S S ） 200（150） 溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量 10 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類）     5 ク ロ ム 含 有 量  2 

       （動植物油脂類） 30 大 腸 菌 数 * 1 (800)(CFU/mL）*2

フ ェ ノ ー ル 類 含 有 量     5 窒 素 含 有 量 120（60） 

銅 含 有 量     3 燐 含 有 量 16（8） 

(注)＊1  令和７年４月１日より適用。令和７年３月31日までは、大腸菌群数（3000）(個/cm3)が適用される。 

＊2  CFU：コロニー形成単位（Colony Forming Unit の略） 

＊3  許容限度の（ ）は日間平均値。 

＊4 この表の排水基準は日平均排水量が50㎥／日以上の工場、事業場に適用。 

＊5 海域及び湖沼に排出される場合の排水基準は記載していない。 


